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図 2-8 今後、竜王町が力を入れるべきこと（年齢別） 
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図 2-9 今後、竜王町が力を入れるべきこと（地域別） 
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⑤ どの移動手段で町内の外出（日常の買物、通院など）を行うことが多いですか（問27） 

 

「自動車（自分で運転）」が82.0％と最も高く、次いで「自動車（家族が送迎）」が

8.9％となっています。 

 

 最も回答の割合の高いもの  2番目に回答の割合の高いもの  3番目に回答の割合の高いもの 

 

カテゴリ 件数 (全体)% 

自動車（自分で運転） 854 82.0% 

自動車（家族が送迎） 93 8.9% 

自転車 16 1.5% 

バイク・原付 11 1.1% 

バス 7 0.7% 

徒歩のみ 6 0.6% 

自動車（知人が送迎） 5 0.5% 

福祉サービス 5 0.5% 

外出しない 3 0.3% 

一般タクシー 1 0.1% 

その他 4 0.4% 

不明・無回答 37 3.6% 

N （％ﾍﾞｰｽ） 1042 100.0% 

 
図 2-10 移動手段（町内） 
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⑥ 町内の外出（日常の買物、通院など）の移動手段で困っていますか（問28） 
 
「困っていない」が59.3％と最も高く、次いで「たまに困ることがある」が20.4％、

「とても困っているが、外出（買物、通院など）はできている」が9.0％となっています。 

年代別にみると、いずれの年代でも「困っていない」が最も高くなっていますが、【20

歳未満】、【20歳代】、【75歳以上】では、「とても困っており、外出（買物、通院など）

をあきらめることがある」、「とても困っているが、外出（買物、通院など）はできてい

る」、「たまに困っている」の合計が50％を超えています。 

 
図 2-11 移動難易の状況 

 
図 2-12 移動難易の状況（年代別）  
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⑦ 10年後の竜王町にどのようなまちであってほしいと思いますか（キーワード）（問17） 
 
10年後の竜王町にどんなまちであってほしいかでは、「便利さ」が25.6％と最も高く、

次いで「安全・安心」が21.1％、「経済的豊かさ」が15.8％となっています。 
 

 最も回答の割合の高いもの  2番目に回答の割合の高いもの  3番目に回答の割合の高いもの 

 

カテゴリ 件数 (全体)% 

便利さ 267 25.6% 

安全・安心 220 21.1% 

経済的な豊かさ 165 15.8% 

自然の豊かさ 126 12.1% 

活力・にぎわい 125 12.0% 

心の豊かさ 83 8.0% 

健康 80 7.7% 

快適さ 70 6.7% 

生きがい 54 5.2% 

子育て 51 4.9% 

発展 50 4.8% 

教育 35 3.4% 

環境 25 2.4% 

ふれあい 23 2.2% 

交流 22 2.1% 

憩い 19 1.8% 

楽しさ 16 1.5% 

やさしさ 16 1.5% 

スポーツ 16 1.5% 

創意・挑戦 13 1.2% 

協働 11 1.1% 

自律 10 1.0% 

うるおい 9 0.9% 

美しさ 8 0.8% 

歴史・文化 6 0.6% 

先端科学 6 0.6% 

おもてなし 2 0.2% 

その他 21 2.0% 

不明・無回答 382 36.7% 

N （％ﾍﾞｰｽ） 1042 100.0% 
 

図 2-13  10年後の竜王町にどのようなまちであってほしいか（キーワード） 

 
＜「10年後の理想的な竜王町」のイメージ（主な回答／自由記載）＞ 
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・子どもだけで遊んでいても地域の見守りがあり、安全 

経済的な豊かさ（165件） 

・町民がいつまでも働ける雇用を確保できる事 

・企業を誘致し、財政を豊かにする 

・経済的に豊かで、町のサービスが行き届いている 
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⑧ 町の主な施策についての満足度・重要度（問26） 
 
主な施策についての満足度・重要度を見ると、特に優先的な取組が必要と考えられる

「Ａ 満足度が低く、重要度が高い」施策として「37．効果的な土地利用」、「38．道路・

交通の整備」、「39．住宅・住環境の整備」、「43．災害時要配慮者への支援」、「44．

社会保障の充実」が挙げられています。 

 
 

■満足度・重要度の散布図 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
   

 
まちの基盤づくりに関する施策 

（）内の数字は（満足度平均／重要度平均） 
その他の施策 

子ども世代 子育て・働き盛り世代 シニア世代 行政力 

Ａ  

37．効果的な土地利用（2.68／2.27） 

38．道路・交通の整備（2.65／2.41） 

39．住宅・住環境の整備 

（2.65／2.27） 

43．災害時要配慮者への支援 

（2.93／2.33） 

44．社会保障の充実（2.93／2.28） 

12．国際理解教育の推進 
23．雇用・勤労者福祉の推進 

29．住み慣れた地域で生活を続けるための支援 

46．行政経営の推進 

47．健全な財政運営 

B 

 １．生きる力を育む就学前教育の充実 

２．確かな学力の育成をめざす学校教

育の推進 

３．子ども・若者育成支援の充実 

４．子どもの人権意識の醸成 

６．特別支援教育・障がい児福祉の充

実 

７．子どもの体力づくり、豊かな心の

育成の推進 

８．児童福祉の充実 

９．子どもの保健安全・医療の充実 

10．子どもを守る防犯・交通安全の推

進 

18．子育て環境の充実 

19．健康づくり活動の推進・医療の充

実 

20．障がい者福祉の推進 

21．防犯・交通安全の推進 

22．消防・防災の推進 

C  

40．公共施設等の整備（2.84／2.12） 

41．情報発信体制の充実 

（2.84／2.01） 

14．商工業の振興 

16．協働によるまちづくりの推進 

24．生涯学習拠点施設の活動推進 

26．男女共同参画社会の構築 

48．広域行政の推進 

D  

42．文化財の保護（2.93／1.86） 

45．上下水道の整備（3.08／2.17） 

５．地域の教育力の向上 

11．豊かな体験活動の推進 

13．農業の振興 

15．観光交流の振興 

17．地域コミュニティの絆づくり 

25．すべての人の人権の尊重 

27．田園空間の保全 

28．資源循環型社会の構築 

30．シニア世代の健康体力づくりの充

実 

31．高齢者を守る防犯・交通安全の推

進 

32．シニア世代のまちづくりへの参加 

33．生きがいづくりの推進 

34．高齢期の人権意識の醸成 

35．文化の振興 

36．シニア世代の産業振興 

※満足度については、「満足」＝５点、「やや満足」＝４点、「普通」＝３点、「やや不満」＝２点、「不満」＝１点、重要度

については、「大変重要」＝３点、「やや重要」＝２点、「普通」＝１点として点数化を行い、不明・無回答を除く件数で除

したものを平均として設定 

図 2-14  町の主な施策についての満足度・重要度  
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図 2-15 満足度・重要度（竜王北部地域） 
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図 2-16 満足度・重要度（竜王西部地域） 
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図 2-17 満足度・重要度（竜王東部地域） 
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図 2-18 満足度・重要度（竜王南部地域）  
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⑨ あなたが思う10年後の理想的な竜王町を実現させるために、ご自身が町民として取り組むこ

とができる（取り組みたい）と思えることはどのようなことですか（問18） 

 

町民ができること、やるべきことについてみると、「地域（住民参加・コミュニティな

ど）に関すること」が最も高く112件、次いで「自然・環境（環境保全、環境美化など）に

関すること」が52件、「福祉・保健・医療・子育てに関すること」が31件となっています。 

 

分野 
回答の概要 

（一部） 

回答数 

（自由記載） 

地域（住民参加・

コミュニティな

ど）に関すること 

・地域の行事やイベントに参加する 

・各種ボランティア活動に参加する 

・自治会に参加する 

112件 

自然・環境（環境

保全、環境美化な

ど）に関すること 

・町内の環境美化に参加したい 

・できるだけゴミを増やさないように生活していきたい 

・自然を大切にする 

52件 

福祉・保健・医

療・子育てに関す

ること 

・心身が健康であること。就業を続ける 

・孤食にならないように子ども食堂に参加したい 

・まず健康に留意し、共助できるように心がけたい 

31件 

まちの活力（農

業・商工業など）

に関すること 

・竜王の住みやすさを他町の人に伝えて、少しでも人口増

やす 

・スマート農業の開発 

・できるだけ竜王町で買い物をする 

14件 

教育、歴史・文化

に関すること 

・伝統文化や祭りを盛り上げる 

・地域行事など子どもたちが竜王町を誇りに思うようにふ

るまう 

・子どもたちの学習の場の提供 

13件 

安全・安心（消

防・防犯、見守り

など）に関するこ

と 

・防犯活動に参加 

・安心安全に住めるように隣との交流をおせっかいと考え

ず積極的にしていきたい。人と人とのかかわりが大切 

・今やっているスクールガードを続けて子どもたちの安全

を確保したい 

11件 

行政（参加意識・

財政など）に関す

ること 

・町政に関心を持つ 

・財政が厳しいと思うので、町税を増やし、町民全員が町

を支えていく 

・町住民の意識改革への町政へ対するアプローチ 

5件 

表 2-4 ご自身が町民として取り組むことができる（取り組みたい）と思えること 
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2-2-2．「第六次竜王町総合計画」の策定に係る竜王町中学生アンケート調査結果報

告書 

(1)目的 

次世代の地域の担い手である中学生の意見や視点を計画に反映するためアンケート調査

を実施しました。 

 
(2)調査概要 

調査対象  ：町在住の中学生全員 

回収数  ： 294通 

 
(3)調査結果 

① あなたは、これからも竜王町に住み続けたいですか。 

 

「進学や就職で一旦離れても、いつかは竜王町に戻って住みたい」が37.8％と最も高く、

次いで「どちらとも言えない」が33.7％、「住み続けたい」が20.1％となっています。 

平成26年度調査と比較すると、「住み続けたい」「進学や就職で一旦離れても、いつか

は竜王町に戻って住みたい」「住み続けたくない」の割合が減少しています。 

 
※「進学や就職で一旦離れても、いつかは竜王町に戻って住みたい」については今回調査および平成26年度調査のみの項目 

図 2-19 これからも竜王町に住み続けたいか 

 
  

20.1

27.5

46.7

37.8

38.2

7.8

9.5

10.9

33.7

24.5

42.2

0.7

0.3

0.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和元年度

（N=294）

平成26年度

（N=306）

平成21年度

（N=396)

住み続けたい

進学や就職で一旦離れても、いつかは竜王町に戻って住みたい

住み続けたくない

どちらとも言えない

不明・無回答
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② 今後、あなたは竜王町がどんなまちになればよいと思いますか。 

 

竜王町がどんなまちになったらよいと思うかについてみると、「通学や買い物など、町

内外への交通の便利なまち」が42.2％と最も高く、次いで「互いに助けあい、人権を尊重

する（大切にする）まち」が37.4％、「皆さん（子どもたち）が安心して暮らせる安全な

まち」が36.4％となっています。 

平成21年度、平成26年度調査と比較すると、「次代の若者を育てる教育に力を入れたま

ち」、「観光施設が充実していて、町外から多くの人が訪れるまち」の割合が増加してい

る一方で、「皆さん（子どもたち）が安心して暮らせる安全なまち」、「歴史や伝統など

の文化を大切にするまち」、「自然を守り、より良い生活環境をもつまち」、「若者とお

年寄りが互いに支え合う心のかようまち」、「今のままでよい」の割合が減少しています。 

 

 最も回答の割合の高いもの  2番目に回答の割合の高いもの  3番目に回答の割合の高いもの 

 

  
令和元年度

（N=294） 

平成 26 年度

（N=306） 

平成 21 年度

（N=396) 

互いに助けあい、人権を尊

重する（大切にする）まち 
37.4 43.8 36.4 

高齢者がいきいきと暮ら

せるまち 
17.3 17.3 16.7 

皆さん（子どもたち）が安

心して暮らせる安全なまち 
36.4 41.8 41.9 

歴史や伝統などの文化を

大切にするまち 
11.6 13.4 13.6 

次代の若者を育てる教育

に力を入れたまち 
8.5 8.2 4.3 

通学や買い物など、町内

外への交通の便利なまち 
42.2 37.9 41.2 

ファッショナブル（おし

ゃれ）なまち 
21.8 22.9 22.2 

観光施設が充実していて、町外

から多くの人が訪れるまち 
14.3 14.1 13.9 

娯楽(ごらく)・レクリエー

ション施設の充実したまち 
11.6 18.3 10.6 

農業の盛んなまち 8.2 8.2 12.4 

工業の盛んなまち 4.4 2.3 4.3 

自然を守り、より良い生

活環境をもつまち 
31.6 33.7 49.5 

若者とお年寄りが互いに

支え合う心のかようまち 
11.9 17.0 16.9 

今のままでよい 5.1 6.2 6.8 

その他 3.4 2.0 3.0 

不明・無回答 0.7 2.3 0.8 

 

図 2-20 希望する将来の竜王町の姿  
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３．主要課題の整理 

 
本町の都市づくりの理念や目標、将来像を実現するため、全国的な課題や本町の都市づ

くりの課題、住民意向把握における課題などを整理しました。 

 

3-1．全国的な課題 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-2．本町の都市づくりの課題 
（１）人口減少・高齢化に対応した社会基盤づくり 

・町の人口は、平成７年（1995年）をピークに減少傾向にあるとともに、町域のほとん

どが開発を抑制する区域であることから移住や住み替え等の住まいの確保が困難であ

り、人口増加や定着の機会を逸している状況があります。今後は、人口維持に向けた

住まいの受け皿が必要です。また、町の利便性や多様な交流を育む場づくりなど、魅

力を高める機能の維持や充実も必要です。 

・人口減少や高齢化等により、集落内の空き地や空き家の増加、担い手不足による地域

活力の低下が生じています。中心核や各拠点へのアクセス性の向上、地域資源を生か

した地域コミュニティの維持・活性化が必要です。 

・今後、急速な高齢者の増加により、買い物や医療・福祉施設等への移動に不安を持つ

住民が増加することが予測されることから、高齢者や障がい者に配慮したまちづくり

を進める必要があります。 

・道路、橋梁、上下水道などのインフラの老朽化に対応し、計画的に長寿命化や更新を

進めて経費の平準化に努めていますが、現実的にはインフラのメンテナンスコストが

増大する一方で、人口減少による人口密度の低下に伴いインフラをはじめとする行政

サービスの運営効率が悪化します。 

・人口減少が進むと施設の立地を支える商圏人口等が減少し、生活サービス施設の存続

が困難になります。 

 

（２）立地特性を生かした企業立地による地域活力の創出 

・名神竜王インターチェンジ、国道８号などの交通利便性を生かし、県内有数の工業地

として発展してきました。今後も主要な幹線道路沿道など、引き続き企業立地需要の

高まりがあるものの、産業用地の確保が十分でないため、立地需要に応えきれていな

い状況があります。 

・利便性の向上や地域経済の活性化のため、名神竜王インターチェンジ周辺等の機能強

化、国道や広域幹線道路の整備が求められるとともに、周辺環境に配慮しながら企業

立地を進める必要があります。 

  

時代背景・社会的潮流に関するキーワード 

 

人口減少、超高齢化社会 異常気象、巨大地震の危険 
環境問題・エネルギー問題・ 

ＳＤＧs・脱炭素 

新型コロナウイルス感染症対策 

新しい生活様式 

技術革新・デジタル化・ 

Society 5.0 
民間活力の導入 
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（３）頻発化・激甚化する災害に対応した都市づくり 

・気候変動等による災害発生リスクの高まりに伴い、住民の安全・安心への意識が高ま

っています。町内には、日野川や祖父川等の天井川が流れており、かつ沿川に集落が

形成されています。洪水時には滞水、冠水、浸水などの被害が発生することから、ラ

イフラインを含む治水安全面の確保に向けて、確実に対応することが求められていま

す。 

・東日本大震災や熊本地震など大規模な地震の発生が全国各地で続くなか、南海トラフ

巨大地震の発生確率が高まりつつあると予測されていることから、大規模地震に備え

た、広域的な避難や救助活動といった視点も踏まえつつ、避難道路の整備やネットワ

ークの確保、オープンスペースの確保、地域防災力の向上といった災害に強い都市づ

くりが必要です。 

 

（４）地域の魅力や個性を生かしたまちづくり 

・町内には、森林や田園、河川等の豊かな自然環境があり、町民の誇りとなっていま

す。また、鏡山や雪野山のハイキングコース、観光農園等は町外の多くの人々にとっ

ても気軽に自然や緑に触れることができる魅力的な資源となっています。 

・地域の魅力や個性をさらに高めるため、魅力の発信を図るとともに、多様な交流の促

進や健康増進、滞留ができる場づくりなど機能の充実化を進めていくことが求められ

ます。 

・近年では、地域の担い手不足により、地域資源の保全や活用が困難な状況となってい

ることから、自然環境や地域資源の選択的保全や活用の検討も必要です。 

 

（５）多様なニーズや課題に対応する民間活力や協働のまちづくり 

・町では32の自治会を基盤とする地域コミュニティが地域運営を担っています。地域の

担い手が減少する一方で、防災や子育て、健康長寿、福祉などの多様な地域ニーズへ

の対応が今後ますます求められることから、住民と協働し、地域住民が主体となって

取組を進める必要があります。 

・質の高い公益サービスを提供するためには、民間のノウハウ、資金力を積極的に活用

することが求められており、都市づくりの分野においても民間事業者との協働を進め

る必要があります。 
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４．都市づくりの理念 

4-1．都市づくりの理念 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （１）便利で快適な住み続けたい都市づくり 

働く場や身近に自然と触れ合う場がある暮らしやすい環境を生かして、住みよい都

市づくりが求められます。 

そのため、各生活拠点のさらなる機能強化や、良質で魅力的な住宅地の供給（中心

核の整備）に取り組みます。あわせて町内の各拠点に人口を集中させ、生活サービス

施設の集積を図りつつ、バランスよく配置し便利で快適な空間を形成するとともに、

インフラをはじめとする行政サービスの運営効率の改善に取り組みます。 

集落では、空き家や空き地等の既存ストックを、住み慣れた地域で親族などと近居

するなど住み替えや移住者のための受け皿とするとともに、日常生活に必要なサービ

ス、地域活性化を図る取組等に有効活用し、人口密度の低下の進行を留めて持続可能

な生活拠点を形成します。 

また、人口が減少している地域であっても、近接する主要幹線道路沿道に、市街地

を形成することで、通勤者や来訪者等の関係人口により商圏人口を確保し、生活サー

ビス施設や集落の維持を図ります。 

さらには、交通環境の改善などとあわせて、中心核に必要な都市機能と各拠点間に

ある多様な都市機能を公共交通ネットワークで結び、都市機能を補完し合うことで、

町内全域にわたる生活の利便性を向上させ、誰もが「住み続けたい」と思える都市づ

くりを進めます。 

●主要な施策 

【中心核および各拠点の整備、空き地・空き家対策、公共交通の充実】 

 

  

①便利で快適な 

住み続けたい都市づくり 

②活力あふれる 

都市づくり 

 
都市づくりの理念 

③安全で安心な 

都市づくり 

④豊かで美しい緑が映える

都市づくり 

⑤誰もが輝くことができる

都市づくり 
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 （２）活力あふれる都市づくり 

本町は名神竜王インターチェンジや国道８号を有する交通利便性を生かし、県内有

数の工業地として発展してきました。今後も交通立地条件を生かし、高い企業立地需

要が見込まれます。 

住民意識調査では、効率的な土地利用や道路交通の整備が求められています。 

一方で、人口減少による行政サービスの運営効率の悪化が懸念されるため、道路や

橋梁、下水道などでは長寿命化対策を計画的に進めていますが、より一層効率化が求

められます。 

そのため、広域および町内交通体系の整備と合わせた戦略的な土地利用の誘導によ

り雇用増大、地域経済を牽引する多様な産業振興を進めるとともに、ＩＣＴを活用し

都市基盤の計画的・効率的な維持管理に取り組み「活力あふれる」都市づくりを図り

ます。 

●主要な施策 

【広域幹線道路の整備、町内道路ネットワークの充実、産業系土地利用の誘導】 
 

 

（３）安全で安心な都市づくり 

気候変動などにより、洪水や土砂災害などが頻発化、激甚化しており、本町におい

ても、これまでたびたび水害が発生しています。 

また、東日本大震災や熊本地震、北海道胆振東部地震など大規模な地震の発生が各

地で続くなか、南海トラフ巨大地震の発生確率が高まりつつあると予測されるなど大

規模地震への備えに注力することが求められます。 

そのため、災害が起こる前からの防災・減災対策、住宅等の耐震性向上の促進、日

頃からの防災情報の周知、住民の自助・共助による防災力の強化やライフラインの確

保など、「安全で安心な」都市づくりを進めます。 

●主要な施策 

【自然災害への防災・減災対策、救助・避難を支える道路の整備・ネットワーク

化、多様なニーズに対応した避難所の整備、オープンスペースの確保、建築物の

耐震性の向上、防災情報の周知、地域の防災力の強化】 
 

 

 （４）豊かで美しい緑が映える都市づくり 

本町は町域の大部分で森林や田園、河川等の自然的土地利用がなされており、美し

い緑の景観は町民の誇りとなっています。また、鏡山や雪野山のハイキングコース、

観光農園等は町外の多くの人々にとっても気軽に緑と触れることができる魅力的な資

源となっています。 

一方、人口減少・高齢化により、この景観を維持していくことが困難となるため、

町民や事業者と一体となり、自然環境および農地を計画的かつ選択的に保全しつつ、

都市の魅力づくりのために活用するなど、本町の特長である「緑が映える」都市づく

りを図ります。 

●主要な施策 

【自然環境および農地の計画的・選択的保全、農村景観の保全、自然に触れ合う場

の充実、河川跡地を活用した緑地の整備】 
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 （５）誰もが輝くことができる都市づくり 

本町は 32 の自治会を基盤とする地域コミュニティが地域運営を担っています。地域

の担い手が減少するなか、防災や子育て、健康長寿、福祉など行政と協働しつつ地域

住民が主体となって課題に取り組むことの重要性が増しています。 

また、質の高い公益サービスを提供するためには、民間のノウハウ、資金力を積極

的に活用することやＩＣＴを活用して便利でだれもが暮らしやすい社会を実現するこ

とが求められており、都市づくりの分野においても民間事業者との協働を進める必要

があります。 

そのため、町民等の地域活動や生活を支える施設の整備や維持管理を図るととも

に、多様な主体がまちづくりの構想や計画段階から参画するなど、実現するためのプ

ロセスに関わることで、誰もが「輝くことができる」都市づくりを図ります。 

●主要な施策 

【地域と行政の協働、まちづくりの計画段階からの多様な主体の参画】 
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５．都市の将来像 

5-1．都市の将来像 

本町の都市づくりに関する現況や課題を踏まえるとともに、町の最上位計画である「第六次竜

王町総合計画」に即しつつ、また、密接に関連する「竜王町コンパクトシティ化構想」および

「竜王町グランドデザイン構想」ならびに「第七次竜王町国土利用計画」との整合を図り、本町

の都市の将来像を以下のとおり定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（参考）上位・関連計画 

第六次竜王町総合計画 

（令和３年（2021 年）３月） 

若者も暮らしたい 希望かなえる 輝竜の郷 

～心弾む新時代へのチャレンジ～ 

竜王町コンパクトシティ化構想 

（令和２年（2020 年）７月） 
子どもと暮らす喜びを実感できるまちづくり 

 

＜都市の将来像＞ 

 

誰もがきらりと輝き希望をかなえられるまち 
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5-2.将来都市構造の形成 

5-2-1.将来都市構造形成の基本的な考え方 

 本町は、田園地域と森林地域が町域の多くを占めており、田園地域は基盤整備がなされた良

好な田園が一部集落を含みながら平野部に広がり、森林地域はハイキング等で親しまれている

鏡山をはじめとする丘陵部で広がっています。 

 市街地は、丘陵部の山裾部分を中心に、大規模工場が立地する産業系土地利用が広がるほか、

住居系土地利用はわずかにその近くで形成され、工場従事者等に利便を提供しています。また、

近年では、大型商業施設が立地する商業系の土地利用も進んでいます。 

本町の市街地を取り巻く環境について考慮すると、名神竜王インターチェンジがあり、交通

利便性の高さから、工業地および広域対象の商業地などの土地需要が堅調となっています。 

「都市づくりの理念」や「都市の将来像」の実現に向けて、目標年次における人口および市

街地の将来見通しを勘案したうえで、効率的かつ持続的な都市づくりを進めるため、「コンパク

ト・プラス・ネットワーク※」の考え方を前提としつつ、滋賀県都市計画基本方針の都市の将来

像である「拠点連携型都市構造※」とも整合を図りながら、本町がめざすべき概ね 10 年後の空

間的な都市の骨格を「将来都市構造」として明らかにします。 

  

 ※「コンパクト・プラス・ネットワーク」とは、生活サービス機能や居住を公共交通沿線や日常生活の拠点に

緩やかに集約・誘導し、まちづくりと連携した地域公共交通ネットワークを再構築することで、生活の利便

性を向上させるとともに、持続可能な都市をめざすこと。 

 ※「拠点連携型都市構造」とは、一極集中的な都市構造ではなく、地域ごとに存在する多様な拠点に居住や生

活サービス機能の誘導を図るとともに、これらの拠点間を鉄道や路線バス等で、拠点外から拠点までは地

域に応じた移動手段で結ぶことにより、階層的かつネットワーク化した都市構造を形成すること。 

 

 

 

 

 

 

中心核の整備による都市の将来像の実現 

・中心核は、「町民の集い」、「便利な暮らし」、「多世代の交流」、「まちの魅力やにぎわいの

創出」など、人口減少下にあっても、町民の「拠り所」となる場所とします。 

・中心核への都市機能の集積を進め、集落・団地地域からの公共交通によるアク

セスを確保することにより町域全体の生活利便性を向上させて本町の自立性を高

め、隣接都市への都市機能の依存状況を改善し、町民の本町への愛着と誇りの醸成

を図ります。 

・若い世代にも選択される未来志向の便利で快適な住宅市街地を整備し、本町に住

み続けたい人のための定住の受け皿を確保します。 
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5-2-2.都市づくりを牽引する重点プロジェクト 

都市づくりの将来像の実現に向け、今後の都市づくりを力強く牽引するとともに本町の都市構

造に大きく影響する４つのプロジェクトの推進方針を明らかにします。 

 

 

 

 

（１）中心核および各拠点の整備 

①魅力的で求心力のある中心核の整備 

・少子高齢化や人口減少などの厳しい環境変化に対応し、竜王らしい田園景観を守り育てつ

つ、利便性の高い都市構造を実現するため、まちの中心部に町民の集い、便利な暮らし、

多世代の交流、まちの魅力やにぎわいの創出につながり、町民の「拠り所」となる拠点

「中心核」を整備します。 

・居住や教育・医療・福祉・商業・公共交通の結節などの様々な機能を集約化し、求心力の

高い魅力的な中心核を確立することにより、まち全体が便利に暮らすことができる環境を

創出し自立性を高めるとともに、多世代の交流を生み出しすべての人が喜びを実感できる

都市の実現をめざします。 

・中心核は町内全体と公共交通で結びアクセス性を高めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-1 中心核の立地機能（「竜王町コンパクトシティ化構想ver3.0」より） 

  

＜重点プロジェクト＞ 

（１）中心核および各拠点の整備 （２）中心核および各拠点間の移動を支える交通ネットワークの形成 

（３）国道８号バイパス整備   （４）日野川改修および沿川一帯のまちづくり 
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②地域コミュニティを担う次世代の受け入れ環境づくり 

・本町は大規模事業所等の立地が進み、周辺市町からの通勤も多く、昼間人口が夜間人口を

上回っており、地域コミュニティと連携して魅力的な定住環境を確保することにより移

住・定住人口の増加が期待できます。 

・既存の集落・団地地域のコミュニティや自治会機能の維持・活性化を図り、竜王の均衡あ

る発展を実現するため、地域ぐるみで子育てや福祉、防災・減災に取り組むとともに、地

域に愛着を持つ若者が定住できる環境づくりを進めます。 

・集落・団地地域内の空き地・空き家の発生防止、活用に取り組むとともに、優良農地の保

全を図りつつ近居を実現する分化住宅や本町への移住を望む人を受け入れる住宅が立地し

やすい環境づくりに取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-2 地域コミュニティの維持・活性化のイメージ 

 

  

関係人口の確保 

・出身者 
・町外からの通勤者 

など  
・産品購入 
・ふるさと納税、 

クラウドファン
ディング など 

子育て 
長寿 
福祉 

環境 
美化 

防災 
減災 

伝統 
行事 

集落・団地地域コミュニティの維持・活性化 

安心して暮らし続けられる地域づくりの取り組み 

農地 
保全 

取組の担い手の確保 

マ ン 

パワー 

北部複合 
機能 

中心核 

町内の機能集積の 
充実、アクセス確保 

南部複合 
機能 

 

移動利便性 

の確保 

移動利便性 

の確保 

移動利便性 

の確保 

定住人口の維持 

・生まれ育った人の 

定住や U ターン 

・町内の企業に勤める 

人の移住・定住 

・ゆとりある環境を求めて

都市からの移住 

       etc 

・空き家や農家住宅、分化住宅の賃貸許可

など、既存の住宅ストックを活用した住

まいの選択肢の拡充 

・市街化調整区域の地区計画、都市計画法

第 34 条第 11 号・12 号の活用 

名神竜王
インター
チェンジ
周辺複合

機能 
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（２）中心核および各拠点間の移動を支える交通ネットワークの形成 

・中心核周辺および各拠点間を結ぶ道路の拡幅やゆとりある歩道整備を進めるなど、自動車

だけでなく徒歩や自転車でもアクセスしやすい道路ネットワークを形成します。 

・中心核にバスターミナルと共用駐車場を整備し、町民の暮らしを支えている自家用車と公

共交通の結節機能を確保し、町民の移動の実態に即した総合交通ネットワークを確立しま

す。 

・誰もが移動しやすい環境を実現するため、ＩＣＴの活用や多様な主体の参画促進を図りな

がら、町内外の公共交通ネットワークの充実を進めます。 

・中心核と鉄道駅を結ぶバス路線を設定し、相互のアクセス性、利便性を確保するとともに、

中心核と町内の各拠点、地域を連絡する予約制乗合ワゴンの充実を図ります。 

・利用者の声を聴取し目的地を拡充するなど、必要に応じて見直しを実施することにより予

約制乗合ワゴンの利便性の向上を図ります。 

・公共交通の利用拡大を図るため、地域ぐるみや団体・グループを対象とする乗車体験会の

開催を働きかけるなど公共交通を利用したことのない町民への理解促進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-3 中心核および各拠点間、鉄道駅を結ぶ交通ネットワークのイメージ  

朝 夕 

昼 

野洲駅 篠原駅 野洲駅 篠原駅 
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（３）国道８号バイパス整備 

・東西の広域交通を担う国道８号は、慢性的に渋滞が発生するなど混雑が著しく、安全上の

問題があります。交通の円滑化や安全性の向上、地域活性化を図るため、町の西側の野洲

栗東バイパスは令和７年度（2025年度）の供用開始に向け、国や県などの関係機関と連携

しながら整備が進んでいます。 

・本町を含む野洲市から近江八幡市の区間についても、４車線化の早期実現に向けて国およ

び関係市町と連携し、整備促進を図ることが重要であり、支障物件の補償費用や移転に要

する時間などのコストの面から、現道の拡幅整備よりもバイパス整備が有利となっていま

す。 

・町内外の自動車交通の流れ、産業振興、沿道の土地利用など、都市構造に大きな影響を与

える国道８号の４車線バイパス整備の効果が本町にとって最大となるよう、拡充される道

の駅「竜王かがみの里」周辺を通過するルートでの整備、および、アクセスする道路の充

実を訴えていくとともに、現道を含めて適切な土地利用の誘導を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-4 国道８号バイパス整備の考え方 

  

 

国 道 ８ 号 
４車線整備 
の 効 果 

 

 

 

 

国道８号 
整 備 の 
必 要 性 

・交通量に対して容量が不足し混雑が著しい 

・既存集落の中を通過しており事故の危険性がある 

・東西で４車線バイパス整備が進み、ボトルネック区
間となる 

交通円滑化 交通安全確保 広域連絡強化 

 

 

 

 

・災害時等の緊急輸
送網の充実 

・救急搬送の時間短
縮 

・現道に面する住民
等の安全確保 

安全安心 
 

 

 

 

生活利便性 

・通勤や買い物の
移動時間の短縮 

・現道の歩行者、
自転車の利便性
向上 

 

 

 

 

 

地域経済振興 

・企業立地促進 

・物流効率化 

・観光交流活性化 

 

地 域 社 会 に 及 ぼ す 好 影 響  

竜王町における好影響 
を最大化するには 

道の駅「竜王かがみの里」
の直近を通過するルート 



- 79 - 

 

（４）日野川改修および沿川一帯のまちづくり 

・東部を流れる日野川は、流域面積に比べ川幅が狭いことや天井川となっていること、また

蛇行していることなどにより、たびたび水害が発生しています。 

・洪水被害を防止・軽減するため、下流側の近江八幡市、野洲市から順次、河川改修工事が

進められており、県など関係機関と連携して町内区間の改修工事の早期実現を促進します。 

・改修工事に際し、日野川の自然環境の保全を図りつつ、蛇行の改良、堤防の強化、滞留池

の整備など安全性の向上を最重視した河川改修の推進を求めます。 

・河川改修に合わせて関連する道路、橋梁等の整備や旧河川跡地の有効活用による町民等の

憩いの空間整備など、県と連携して関連する施設整備を進めます。 

・また、安全性が高まる周辺地域における土地利用の適正な誘導など、県と連携して地域振

興に資する一帯のまちづくりに取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-5 日野川の改修と一帯のまちづくりのイメージ 

 

 

 

 

 

 

  

かがみ
の里 

事業所 

集落 
集落 

集落 集落 

集落 

改修法線 
（イメージ） 

道路・橋梁の付け替え 

道路・橋梁の付け替え 
河川跡地の有効活用 

改修法線 
（イメージ） 

水害リスクが大幅に改善
される一帯のまちづくり 
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5-2-3.将来都市構造の基本方針 

都市と自然とが調和し秩序ある土地利用を促進するため、人口の受け皿や都市・生活機

能が集積する「中心核・各拠点の形成」、町内外の移動の円滑化や交流を促進する「軸の形

成」を図るとともに、将来のあるべき土地利用の方向性を示す「土地利用ゾーニング」を

設定します。 

（１）中心核・各拠点の形成 

拠点 対象箇所 形成の基本方針 

中心核 

・町役場、防災セン

ター、フレンド

マート、公民館、

図書館、竜王小学

校周辺 

・行政機能、日常の商業機能、医療機能、教育機

能、生涯学習、防災機能の集積を図り、町全体の

生活利便性の向上を図ります。 

・町民や来町者が集い、憩う空間を整え、交流やに

ぎわいが生まれる場と機会を創出します。 

・優れた生活利便性を生かし、民間活力の導入によ

り若者や子育て世代にとって魅力的な住宅地の整

備を促進します。 

広域商業拠点 

・アウトレットパー

ク周辺 

・広域交通の利便性と既存の大型商業施設の集客力

を生かし、広域商業機能の充実、拠点性の強化を

図ります。 

産業拠点 

・ダイハツ工業 

・滋賀竜王工業団地 

・滋賀山面工業団地 

・鏡工業団地および

西側 

・名神竜王インター

チェンジ周辺 

・町域南部に立地するダイハツ工業を中心とする工

業地、名神竜王インターチェンジに近接する滋賀

竜王工業団地、国道８号および国道 477 号に近接

する滋賀山面工業団地、鏡工業団地は、本町の工

業振興、雇用拡大を牽引する拠点として良好な操

業環境の形成、維持を図ります。 

・名神竜王インターチェンジ周辺は、広域交通の利

便性を生かし、周辺環境との調和に配慮しつつ工

業・流通機能の立地誘導を図ります。 

観光・交流 

拠点 

・道の駅竜王かがみの里 

・道の駅アグリパーク竜王 

・妹背の里 

・希望が丘文化公園 

・総合運動公園 

・竜王ＧＣ 

・道の駅かがみの里および道の駅アグリパーク竜王

は、民間活力の導入により既存の観光・交流機能

を拡充し、滞在時間の延長、地域産業との連携促

進による地域経済の活性化を図ります。 

・妹背の里、希望が丘文化公園、総合運動公園、竜

王ＧＣは、利用者ニーズを踏まえて観光・レクリ

エーション機能の充実など魅力を向上します。 

・妹背の里は、歴史や文化などの魅力を広く周知

し、継承を図ります。 

交通結節拠点 

・中心核 

・名神竜王インター

チェンジ 

・国道８号と県道春

日竜王線の交差点

周辺 

・中心核は、バスターミナル・共用駐車場を設け、

自家用車と公共交通の結節拠点とし、中心核と鉄

道駅を結ぶバス路線を設定し、町域全体から鉄道

駅へのアクセス・利便性を強化します。 

・名神竜王インターチェンジは、広域交通の結節点

として周辺の広域集客施設や産業の立地に対応

し、円滑な交通処理機能を維持するとともに、本
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拠点 対象箇所 形成の基本方針 

町の玄関口として良好な景観を形成します。 

・国道８号と県道春日竜王線の交差点周辺は、民間

事業者と連携し、バスの待合機能を設けるなど、

周辺の鉄道駅および中心核へのアクセスを強化し

ます。 

新生活拠点 

・中心核 

・鏡 

・須恵 

・鵜川 

・小口（薬師） 

・山之上 

【中心核】 

・本町の中心として機能が集積される生活利便性を

生かし、次世代を担う若者や子育て世代にとって

魅力的な質の高い居住環境の住宅地の整備を民間

活力の導入により推進します。 

【その他の新生活拠点】 

・道路の整備状況や生活サービス機能への近接性な

どの立地条件を生かし、民間活力の導入により若

者や子育て世代にとって魅力的な住宅地の整備を

促進します。 

生活拠点 

・32自治会 ・既存集落は、身近な店舗など生活利便機能の維

持、空き家、空き地の発生を防止するとともに、

道路や公園、下水道の計画的な機能更新、長寿命

化や改良による居住環境の向上を図ります。 

・また、集落に隣接する区域において、地区計画を

活用するなど定住人口の増加を図ります。 

・既存住宅団地は、空き区画への入居促進により、

定住人口の増加を図ります。世代循環や適切な範

囲での土地利用転換が円滑に行われよう既存の市

街化区域に隣接する住宅団地は、市街化区域に編

入し空き家、空き地の発生を防止します。 

 

（２）軸の形成 

軸 対象施設 形成の基本方針 

国土幹線軸 

・名神高速道路 

・国道８号 

・名神高速道路は、全国につながる国土軸として、

その機能を活用します。 

・国道８号は、周辺市町を含む国土レベルの幹線軸

として、本町の発展につながる一層の機能強化を

図るため、関係機関と連携しバイパス整備を促進

します。 

広域連携軸 

・国道 477号 

・滋賀竜王工業団地

周辺から湖南市に

連絡する新規路線 

・名神竜王インター

チェンジ周辺から

野洲市に連絡する

新規路線 

・隣接する市や三重県方面につながる国道・県道を

基本として広域連携軸を設定し、関係機関と連携

して生活や経済活動の広域化を支え、本町の広域

交通拠点性を強化する道路ネットワークの構築を

促進します。 

・道路沿道においては、地域活性化を図るため適切

に開発を誘導します。 
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軸 対象施設 形成の基本方針 

拠点連携軸 

・主要地方道近江八

幡竜王線バイパス 

・県道春日竜王線バ

イパス 

・中心核、北部および南部の拠点集積エリアの相互

の連絡強化、町内全域からのアクセス向上を図る

ため、関係機関と連携して南北方向に縦貫する道

路のバイパス化を推進し、町内の拠点を連携する

軸を確立します。 

・整備後の道路沿道においては、地域活性化を図る

ため適切に開発を誘導します。 

一般軸 

・主要地方道近江八

幡竜王線 

・県道綾戸東川線 

・県道春日竜王線 

・主要地方道彦根八

日市甲西線 

・町道東西線 

・町道中央通り線 

・町道西通り線 

・町道小口八重谷線 

・町道巡検線 

・町道鏡七里線 

・広域連携軸や拠点整備軸を補完し、中心核および

拠点間の移動の基礎となります。 

・道路沿道においては、地域活性化を図るため適切

に開発を誘導します。 

 

（３）土地利用ゾーニング 

区分・対象箇所 形成の基本方針 

市街地地域 

・名神竜王インターチェンジ周辺や鏡工業団地、町域南部のダイハツ

工業工場用地などの市街化区域は、今後も計画的かつ適切な土地利

用誘導を図ります。 

・既存の市街化区域に隣接している既存集落や既存住宅団地など宅地

が連たんしている区域は、市街化区域への編入により宅地の永続性

を高め、空き家、空き地の発生を防止します。 

田園地域 

・農業生産の基盤となる農地は、今後とも保全を基本とし、体験学習

型農園、観光農園などの創出に努めます。 

・祖父川や惣四郎川をはじめとする河川は、農業環境を支えてきた背

景を踏まえながら、それぞれの河川管理者とも連携し、災害に対応

する施設整備等を推進するとともに、適切な保全・維持管理に努め

ます。 

森林地域 

・町域の西端、鏡山などの森林地域は、森林が有する多面的な機能に

配慮し、適切な維持管理のもと保全に努めるとともに、自然体験型

レクリエーション機能の強化を図ります。 

・名神竜王インターチェンジ周辺は、まちの活力を担う商業・業務や

工業などの機能集積地として重要な箇所となるため、社会経済情勢

を踏まえつつ、恵まれた自然環境の保全に配慮し適切な開発誘導に

努めます。 
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図 5-6 都市の将来像  
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5-3．将来フレーム（将来人口）の設定 

「第六次竜王町総合計画」では、令和 12年（2030年）の人口を 11,000人以上、令和 22年

（2040年）の人口を 10,000人以上、確保することを目標としています。 

そのため、竜王町都市計画マスタープランにおいても、人口の新たな受け皿づくりや産業

振興につながる取組等により、人口 10,000人以上をめざします。 

 

都市計画マスタープランの目標人口 

令和 22 年（2040 年）：10,000 人以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考）第六次竜王町総合計画 
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６．都市づくりの方針 

 「都市づくりの理念」、「都市の将来像」を具現化するため、土地利用、交通体系、防災まちづ

くり、公園・緑地の視点から、今後の施策や事業の方針を示します。 

 

6-1．土地利用の方針 

6-1-1．土地利用の特性と課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・町域のうち、約９割が市街化調整区域であり、ほとんどの地域で開発が規制されていること

から、町内への移住や住み替えのための住まいの確保が困難な状況にあります。 

・町人口の多くは、市街化調整区域内の開発団地や集落地に住んでおり、集落地の多くでは人

口減少が深刻化しています。高齢化等の進展を背景に、今後更なる人口減少が予想される

中、住み続けたい、移り住みたいと思えるような、さらに魅力的な住環境づくりが求められ

ています。 

・商業地は、名神竜王インターチェンジ周辺に町外からも多くの人が訪れる大型商業施設が立

地しているほか、町役場周辺の地区計画区域内に生活利便を提供する大型店が立地していま

す。これら店舗の立地で町内での商業サービスは相当程度魅力が高まったものの、徒歩や公

共交通機関を利用して気軽に買い物できる場や、多くの人の交流や憩いの場となる機能の集

積により、さらなる生活の利便性や快適性の充実が望まれます。 

・工業地は、本町における雇用と税収を支える重要な場所となっており、町南側の国道 477 号

沿いに自動車関連工場を主とする工業専用地域と、町北西側山裾部に工業専用地域が面的に

指定されています。周辺にあるまとまった低未利用地も含め、これら工業地では、さらなる

産業振興につながる取組が求められています。 

・市街化調整区域は、良好な田園集落環境が形成されており、農業従事者等が住む集落が点在

しています。一方で、次世代の担い手不足により、将来的な田園集落の維持や管理が課題と

なっています。 
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6-1-2．土地利用の基本的な考え方 

長期的な視点に立ち、定住人口の維持、地域コミュニティの活性化、新たな人口の受け皿の

確保を図るため、中心核や各拠点での選択と集中によるメリハリのある土地利用を推進します。 

まちの活力を維持するため、幹線道路等の沿道での土地利用の誘導を推進します。 

6-1-3．土地利用に関する方針 

（1）市街化区域・市街化調整区域の方針 

①市街化区域 

・町の中心核に位置付けられている役場周辺は、市街化区域の編入により、生活に必要な機

能やサービスの導入・充実化を図るとともに、町内外からの定住人口を受け止める良質な

住宅地の形成を図ります。なお、市街化区域の編入にあたっては、農林業制度との調整を

図りつつ進めていきます。 

・町の雇用を支える工業地づくりと職住近接で住み良い住宅地をめざした土地利用を図りま

す。 

・また、町の魅力を高め、活性化に役立つ広域からの集客力もある商業地づくりを進めます。 

②市街化調整区域 

・道路、公園等の基盤が良好な開発団地では適切な維持・更新を図り、基盤が不十分な集落

地では、整備・改善を図り、町全体での住環境の向上を図ります。 

・農地は、住民や来訪者がうるおいを感じられる資源として、保全を図ります。また、観光

客などが気軽に自然にふれあえる場として、レクリエーション農園など地域にあった活用

の検討を行います。 

・地区計画制度の活用や民間活力の導入により、生活拠点周辺や町有地の宅地開発を進め、

多様な住まいや生活に必要なサービスの誘導を図ります。また、地区計画制度の活用にあ

たっては、農林業制度との調整を図りつつ、適切な土地利用を進めます。 

・空き家対策計画に基づき、集落内の空き家や空き地を住まいや地域活動の場としての利活

用を促すことで、地域コミュニティの維持や活性化を図ります。 

 

（2）用途別の方針 

①住居系 

・すでに良好な住環境を形成しているところではその維持・充実を、これから良好な住環境

づくりを進めていくところでは必要な基盤整備等を進められるよう、エリアマネジメント

など官民協働によるまちづくりを図ります。 

ア．中心核の住宅地 

・中心核である町役場周辺は、民間活力やＩＣＴなどのスマート技術等を活用しつつ、次世

代を担う若い層を中心とした良質な住宅地の形成を図ります。 

イ．専用住宅地 

・第一種中高層住居専用地域指定区域では、寮のオーナーである事業者と連携を図りながら、

用途地域の運用を基本に、良好な住環境の維持・形成を図ります。 

 

ウ．一般住宅地 
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・国道477号沿道の第一種住居地域指定区域では、幹線道路沿道等の利便性の高さを生かし、

後背の住宅地等における良好な住環境維持との両立が可能となるような、生活サービス機

能の立地も許容します。 

・山之上地区の国道477号の後背地は、既存集落の田園住宅地との調和を図りつつ、良好な

住宅地の形成や住環境維持との両立が可能となるような、生活サービス機能の立地も許容

します。 

・特別養護老人ホームなどの既存福祉施設が立地する地域では、周辺環境との調和を図りつ

つ、住環境の維持を図ります。 

エ．田園住宅地 

・市街化調整区域内の開発団地等では、良好な住環境の維持・形成を図ります。 

・本町の特性とすべき緑豊かな住環境づくりに向けて、生け垣や宅地内での緑化を促進する

とともに、既設公園の適切な維持・管理を図ります。 

・宅地化が十分に進んでいない開発団地や地区計画指定等に理解がある地元意向が強い集落

地等では、地権者と調整を図りながら、比較的需要が大きいと推察される若年世帯が住み

やすい条件の宅地供給をはじめ、低層集合住宅の立地誘導や空き家の有効活用による住宅

供給促進を検討します。 

・住宅地内における生活に必要なサービス施設等の適切な誘導を図ります。 

 

②商業系 

・町に活力をもたらす広域的な吸引力のある都市構造や良好な住環境を支える利便性の高い

都市構造をめざします。 

ア.名神竜王インターチェンジ周辺 

・名神竜王インターチェンジ周辺では商業拠点機能の維持、強化を図ります。 

イ.中心核 

・町役場周辺の既存の商業・サービス機能の維持・強化だけはなく、多くの人が交流や憩い

の場となるような機能の集積を図ります。 

・また、多くの人が利用しやすくなるよう、中心核までのアクセス手段の確保について、検

討を進めます。 

ウ.沿道商業地 

・幹線道路沿いで沿道サービス施設等が立地している区域を中心に、周辺の住環境との調和

に留意しながら、商業・サービス機能の維持・充実を促します。 

 

③工業系 

・町への高い企業立地の需要を受け止めつつ、町の雇用と産業を支え、活力創出に重要な役

割を果たす産業機能を維持・強化するため、工業機能が集積する町南側区域と町西側区域

に工業系用途（工業専用地域および工業地域）を配置し、その機能強化を図ります。 

・交通利便性が高い広域連携軸や拠点連携軸の沿道については、周辺環境に配慮しつつ、企

業の集積を図ります。 

 

ア.拠点工業地 

・町南側の自動車関連産業が立地する工業地や県工業地域指定区域は、本町の雇用や税収に
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大きく影響する産業活力を維持・向上させる拠点であり、その産業機能を高めるため、周

辺の道路整備により輸送や通勤の利便性向上を図ります。 

・町西側の国道477号周辺に立地する工業地も同様に、周辺の道路整備により輸送や通勤の

利便性向上を図ります。 

 

④レクリエーション用地 

・良好な自然環境を生かし、町民等が自然と触れ合いながら、多様な交流や憩い、健康づく

りに取り組める場として、機能の維持や魅力の向上を図ります。 

 

⑤土地利用誘導エリア 

・幹線道路沿いで、周辺の住環境や農地等との調和に留意しながら、生活利便性の向上や地

域活性化に資する機能の誘導を図ります。 
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図 6-1 土地利用の方針図 
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6-2．交通体系の方針 

6-2-1．交通体系の特性と課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-2-2．交通体系の基本的な考え方 

都市の活力を支える主要幹線道路の整備、安全で快適な道路空間の確保、高齢化の進展を見

据えた公共交通の充実や新たな交通手段の確保など計画的に進めます。 

 

(1)道路ネットワークの配置・整備の方針 

  ●高速道路 

  ① 名神高速道路 

・国土レベルの人やモノの動きを支える名神高速道路の機能を最大限に活用するため、名

神竜王インターチェンジの機能拡大に取り組み、本町や周辺市町の産業拠点の交通利便

性を高めます。 

 

  ●広域幹線道路 

  ② 国道８号 

・国土レベルの広域幹線道路として、円滑な道路環境の確保に努めるとともに、社会経済

情勢を踏まえつつ、周辺自治体と連携を図りながら渋滞緩和に向けた調査、バイパス化

による機能強化の検討に取り組みます。 

 

・中央を横断する名神高速道路をはじめ、国道８号や国道 477 号などの幹線道路によって周

辺市町と連携しながらまちの発展を支えてきました。 

・本町周辺においては、新名神高速道路や国道１号バイパスなどの広域交通網の整備が進め

られており、さらには、名神名阪連絡道路の整備、国道８号の機能強化が計画されている

ことから、広域交流圏が拡大し、より一層人やモノの動きが活発化するものと考えられま

す。 

・本町の基幹道路である国道 477 号で渋滞が発生しており、利便性および環境面から改善が

求められます。また、工業地を多く有する特性上、大型車混入率が高く、安全な道路・交

通環境づくりが必要です。 

・本町では都市計画道路４路線が計画決定されていますが、うち２路線は事業未着手であ

り、今後の整備のあり方を検討する必要があります。 

・本町内には鉄道駅が無く、公共交通等での町内での移動および町外へのアクセスはバス

（路線バスおよびコミュニティバス）、タクシーに限定されます。また、大型商業施設の開

業に伴い、バス路線は増加しましたが、定住意向の向上につながる利便性の高い公共交通

の維持・強化が求められます。 

 



- 91 - 

 ●幹線道路 

    ③ 国道477号 

・名神竜王インターチェンジと国道８号や国道１号方面とを結ぶ幹線道路として、円滑な

交通環境を確保するため、沿道土地利用の状況を踏まえつつ、国や県と連携を図りなが

ら計画的に拡幅整備を進めます。 

・竜王西小学校周辺のゆとりある歩道や緑豊かな植樹帯は、地域主体の美化活動を促進し

ます。 

・道の駅アグリパーク竜王周辺においては、町民や観光客が安全・安心して利用でき、ア

クセス利便性を高めるゆとりのある歩道整備を進めます。 

 

④ 一般県道綾戸東川線および町道中央通り線  

・中心核と国道８号方面との連携強化を図るとともに、名神竜王インターチェンジとの

ネットワークを担う幹線道路として、県と連携を図りながら計画的な拡幅整備を進めま

す。 

・円滑な道路交通環境を確保するため、ゆとりある歩道や街路樹などの整備推進を図りま

す。 

  

⑤ ふるさと広域道路 町道東西線など 

・中心核や名神竜王インターチェンジと東近江市方面をつなぐ幹線道路として、道路環境

の維持・保全に努めます。また、松が丘団地周辺においてバイパス整備を計画的に推進

します。  

 

⑥ 〔仮称〕野洲竜王線 

・名神竜王インターチェンジと野洲方面との連携強化、国道477号の混雑緩和を図るため、

県や野洲市との連携を図りながら、幹線道路の整備推進に向けた取組を進めます。 

 

⑦ 主要地方道彦根八日市甲西線 

・県と連携を図りながら、交差点改良に取り組むなどの交通安全対策を図りつつ、道路環

境の維持・保全に努めます。 

 

⑧ 主要地方道竜王石部線 

・県と連携を図りながら、既存の道路環境の維持・保全に努めます。 

 

⑨ 一般県道水口竜王線 

・県や甲賀市との連携を図りながら、既存の道路環境の維持・保全に努めます。 
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⑩ 主要地方道近江八幡竜王線 

・集落地域への大型車両の通過交通の流入や、日野川改修事業の工事関係車両の流入を防

止するため、県と連携を図りながら、バイパス整備に向けた取組を進めます。 

 

⑪ 町道岡屋山之上線 

・既存の道路環境の維持・保全に努めます。 

 

●補助幹線道路 

⑫ 町道西通り線、町道山之上長池線、町道山之上岡屋線 

・中心核周辺においては、各拠点とのネットワークに配慮しつつ、多くの人が気軽に集え

るシンボリックな道路空間の整備を進めます。 

・一般県道春日竜王線とともに、国道477号や一般県道綾戸東川線を補完する南北の補助幹

線道路として、中心核へのアクセス性を高める道路整備に向けた調査・検討に取り組み

ます。 

 

⑬ 一般県道小口川守線 

・県と連携を図りながら、中心核の整備と連携してアクセス機能の高い道路として、歩道

の整備も含め、質の高い道路整備を進めます。 

 

⑭ 一般県道春日竜王線 

・町道西通り線と同様に、集落地域や農地などの周辺環境に与える影響に配慮しつつ、通

過交通を分離するため、県と連携を図りながら、バイパス化に向けて検討を進めます。 

 

⑮ 町道鏡七里線 

・道の駅かがみの里の機能拡充に合わせて、道の駅周辺から現道を結ぶバイパス整備を進

めます。 

 

⑯ 〔仮称〕高松山中線 

・県や湖南市との連携のもと、湖南市方面との連携強化や町民の生活利便性を高めるため、

計画的な整備推進に取り組みます。 

 

⑰ 町道山之上岡屋線 

・既存の道路環境の維持・保全に努めます。 

 

⑱ 町道巡検線、町道西川ため池線、町道山面鏡西線 

・既存の道路環境の維持・保全に努めます。 

 

⑲ 町道鏡松陽台線、町道松陽台安養寺線 

・既存の道路環境の維持・保全に努めます。 

  



- 93 - 

⑳ 町道山之上小口線、町道岡屋西川線、町道岡屋北出線、町道岡屋仁殿線、町道谷川線 

・既存の道路環境の維持・保全に努めます。 

 

㉑ 町道八重谷甲西線 

・湖南市との連携のもと、主要地方道竜王石部線や〔仮称〕湖南竜王線をつなぐ南北の補

助幹線道路として、湖南市方面との連携強化を図るとともに、町民の生活利便性を高め

る計画的な整備推進に取り組みます。 

 

㉒ 町道山中谷田線 

・湖南市との連携のもと、〔仮称〕高松山中線、町道八重谷甲西線とともに湖南市との連携

強化を図ることにより、町民の生活利便性を高める計画的な整備推進に取り組みます。 

 

㉓ 町道仁殿線 

・既存の道路環境の維持・保全に努めます。 

 

㉔ 町道薬師砂山線 

・大型商業施設を核とする広域集客施設等に、多くの人が安全・快適・円滑にアクセスで

きるよう、道路環境の維持・向上に努めます。 
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図 6-2 交通体系の方針図 
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（2）都市計画道路の見直しに関する基本方針 

・本町は、昭和36年（1961年）と昭和37年（1962年）に都市計画決定された都市計画道路を

４路線有していますが、町道中央通り線の一部、および町道西通り線が未整備となってい

ます。 

・特に、町道西通り線は、一般県道小口川守線とともに、中心核と連携したアクセス機能の

高い道路として、歩いて楽しく、魅力的で個性ある道路空間整備を推進していくことが求

められています。 

・このため、計画決定の経緯や今後のまちづくり計画を踏まえつつ、計画道路幅員など、必

要に応じて都市計画道路の見直し・再編に取り組みます。 

 

●町道西通り線 

・中心核と連携した、計画的かつ段階的に質の高いシンボリックな道路整備を推進します。 

・各拠点からのアクセス性を高めるため、すべての人が安全かつ安心して楽しく歩ける緑豊

かな歩行者空間として、広幅員の歩道整備を推進します。 

・幹線道路を結ぶ補助的な機能を担うため、円滑な道路交通環境が確保できる車線幅員を確

保します。 

 

●町道中央通り線 

・町道中央通り線は、現在、82％の整備率となっており、未整備部分の整備推進に取り組み

ます。 

・国道８号と国道477号方面をつなぐ南北の幹線道路の役割とともに、中心核などへのアク

セス機能の役割を担うため、円滑な道路環境を確保できる車線とゆとりある歩行者空間の

整備推進に取り組みます。  

・社会経済情勢や中心核整備の状況を踏まえつつ、県と連携を図りながら、必要に応じて都

市計画道路の見直し・再編に向けた検討を進めます。 
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(3)地域の特性を踏まえた道路整備の推進 

①親しみある道づくり 

・町民の日常生活を支える身近な道路については、地域住民の意識や行動を育みながら、地

域と行政が連携を図りつつ、道路環境の維持管理、ポケットパークや街路樹などの整備な

どに取り組みます。 

・地区の特性を踏まえつつ、身近な道路に愛称をつけるなどの取組を進め、意識啓発を図り

ます。 

 

②安全・安心な道路環境づくり 

・すべての町民にとって安全な道路整備を推進します。 

・集落地域や戸建て住宅地などに流入する通過交通の排除や通学路における歩道の設置に取

り組み、安全な道路環境づくりを進めます。 

・集落地域内などに残る幅員４ｍ未満の幅員の狭い道路については、地域住民の理解と協力

を得ながら、町民と行政が連携して拡幅整備などに取り組み、消防車や救急車など緊急車

両の円滑な通行の確保に努めます。 

 

(4）公共交通機能の整備方針 

①本町の地域特性を踏まえた公共交通機能の維持・強化 

・集落地域や一団の戸建て住宅地が点在し、個々に周辺市町との連携強化が求められる本町

の特性を踏まえて、子どもや高齢者、障がい者など交通弱者の円滑な移動の確保に向けて、

公共交通機能の維持・強化の取り組みを進めます。 

・今後、過度に自動車交通に依存しないまちづくりを見据え、また、中心核の整備効果を町

全体の生活利便性の向上、発展につなげるため、町内各地域から中心核まで、地域間を便

利に移動できる手段の確保をめざします。また、近江八幡駅を拠点とする路線バスやタク

シー、自家用有償旅客運送、デマンド型乗合タクシーなど既存の多様な移動手段の有効活

用、ＩＣＴ等の新技術の有効活用を進め、利用実態に見合った効率的で持続可能な交通

ネットワークの形成をめざします。 

 

②公共交通ネットワークの基本イメージ 

・本町の公共交通ネットワークは、主として本町と他市町との連絡を担う「幹線交通（路線

バス）」、主として町内の移動を支える様々な「地域内交通」で構成され、各々の確保維

持・充実を図ることで多様な暮らしに応じて適切な移動手段が選択できる交通体系を構築

します。 

・少量の需要に対応可能な小型の車両によるデマンド型乗合タクシーについて、利用者の意

向を踏まえながら利便性の向上を図るとともに、広く町民に周知するなど、利用促進に取

り組みます。  
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6-3．防災まちづくりの方針 

6-3-1．防災に関する特性と課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-3-2．防災まちづくりの基本的な考え方 

あらゆる災害に対する安全性を高めるため、関係機関との連携を図りながら、都市基盤整備

などのハード面や地域防災力の向上などのソフト面の対策を計画的に進めます。 

(1)災害に強い基盤づくり 

・地域防災計画に基づき、消防・防災施設といった防災機能の充実等により、災害に対する

安全性を高め、災害に強く安心して生活できる地域づくりをめざします。 

 

(2)自然災害への対応 

  ・滋賀県流域治水基本方針における治水対策（①ながす（河道内で洪水を安全に流下させる

対策）、②ためる（流域貯留対策）、③とどめる（はん濫原減災対策）、④そなえる（地域

防災力向上対策））に基づき、滋賀県との連携のもと、計画的な河川改修の推進に努めま

す。 

 

(3)防災体制の確立 

  ・水防法第 14 条第 1 項に基づく「浸水想定区域図（日野川）」や、滋賀県が公表する「地先

の安全度マップ」、本町の「洪水ハザードマップ」等により、水害リスクの周知を進め、

地域ぐるみの自助・共助による避難体制の確立を促進します。 

・「土砂災害ハザードマップ」等により、急傾斜地の崩壊や土石流による災害の危険性の周

知を進め、自助・共助による対策を促進します。 

 

  

・本町には日野川、祖父川、善光寺川、惣四郎川、ため池等の身近な水辺環境が形成され

ており、良好な環境保全と活用および治水安全面での配慮が望まれています。特に町東

側を流れる日野川の沿川には集落が形成されており、石積等による宅地の嵩上げなど、

これまでに蓄積されてきた伝統的な防災・減災の知恵を生かしつつ、滋賀県流域治水基

本方針に基づいた、治水安全性の強化が求められています。 

・大規模地震や洪水、土砂災害などの頻発化、激甚化により、近年では住民の防災への関

心やニーズは高まっていると考えられ、安心して生活できる地域づくりが望まれていま

す。 
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6-4．公園・緑地の方針 

6-4-1．公園・緑地に関する特性と課題 

 

 

 

 

 

 

 

6-4-2．公園・緑地の基本的な考え方 

多様な交流の促進や健康増進、平常時や災害時に活用できるオープンスペースの確保など、

良好な都市環境や安全性の向上を図るため、公園や緑地の維持管理や整備を計画的に進めます。 

 

(1)既存公園の適切な管理 

・竜王町総合運動公園は、スポーツやイベントを通じて、町民等の交流や健康増進の場と

なっているため、長寿命化による計画的な維持管理を図ります。 

 

(2) 河川跡地を活用した緑地の整備  

  ・日野川改修事業に合わせて、平常時や災害時に活用できる緑のオープンスペースを確保し

ます。 

 

(3)多様な交流を育む公園の整備 

  ・中心核の整備に合わせて、新たな住宅地の地域コミュニティの醸成や多様な交流を育むた

めの公園整備を進めます。 

 

 

・住民の交流や健康増進等の場となっている既存公園については、引き続き、町民等が利

用できるよう機能の維持を図る必要があります。 

・日野川河川改修後の跡地などの地域資源を活用し、平常時や災害時にも利用できるよう

なオープンスペースの確保が必要です。 

・中心核の整備により、多様な交流の促進の場づくり、にぎわいの創出が求められます。 
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７．計画の実現化に向けて 

目標に掲げた将来像を実現するためには、全体構想に掲げた方針に基づく事業等の取組につい

て、町民、事業者、行政が主体的に取り組んでいくことが重要です。そのため、竜王町都市計画

マスタープランでは、町民、事業者、行政の役割を明確化するとともに、協働のまちづくりを推

進するための支援策の充実に取り組みます。 

 

また、都市計画マスタープランは、長期的な見通しに立って取り組むものであることから、計

画を着実に進めるためには、適切な進行管理や見直しが重要となります。そのため、竜王町都市

計画マスタープランでは、ＰＤＣＡサイクルの導入による施策や事業の評価・検証、社会情勢の

変化や上位計画等に合わせた計画の見直しに取り組みます。 

 

 

7-1．都市計画マスタープランの実現に向けた協働のまちづくりの推進 

 

7-1-1．各主体の役割の明確化 

町民、事業者、行政の各主体の役割を明らかにし、各主体ができることや取り組むべきことに

ついて示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

町 民 

・まちづくりの担い手として、地

域活動などの身近な活動への協

力・参加 

事業者 

・事業活動や社会貢献活動を通じ

て、暮らしやすい環境づくりや

地域活性化への貢献 

行 政 

・計画立案や公共事業の実施、協働のまちづくりの

推進に向けた機運の醸成、支援策の充実 

図 7-1 各主体の役割 
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7-1-2．協働のまちづくりを推進するための行政の取組 

協働のまちづくりを推進するため、行政はまちづくりへの機運醸成に向けた情報発信、具体的

な施策や事業の計画段階からの町民等のニーズ把握や参画の機会づくり、町民等が主体となった

まちづくりへの活動促進や支援策の充実を進めます。 

 

(1)まちづくりへの機運醸成を図る情報発信 

住民や事業者等のまちづくりへの参画を図るためには、まちづくりへの関心や意欲をより高

めることが必要となるため、本町の広報紙やホームページなどを通じて、積極的に、より分か

りやすい形でまちづくりの計画や成果に関する情報を発信していきます。 

 

(2)まちづくりのニーズ把握や参画の機会づくり 

これからのまちづくりに関する事業や、事業後の適切な維持・管理（マネジメント）を進め

るためには、住民、事業者の理解と協力が不可欠です。 

そのため、都市の骨格となる施設や住民全体が共有する施設の整備等は、行政が主体的に取

り組みを行うものの、その過程において住民や事業者への説明や意見聴取を図りながら進めて

いきます。 

 

(3)まちづくりへの活動促進や支援策の充実 

まちづくり事業等の効果をより高めるには、都市施設や地区施設の整備等に併せ、住民、事

業者によるまちづくりが行われることが重要です。 

そのため、事業を契機として住民や事業者による関連整備やまちのルールづくりを支援する

など、協働のまちづくりを進めることを意識し、積極的に住民や事業者へ参加を呼びかけて計

画を進めます。 
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7-2．都市計画マスタープラン進行管理と見直し 

7-2-1．ＰＤＣＡサイクルによる評価・検証 

竜王町都市計画マスタープランを進めるにあたっては、ＰＤＣＡサイクル※により、計画の継

続的な評価・検証と見直しを行い、目標達成に向けた着実かつ弾力的な計画の推進を図ります。 

※ＰＤＣＡサイクルによる評価・検証のイメージ 

・「Ｐｌａｎ（計画）」を立て、具体的な施策や事業等を「Ｄｏ（実施）」し、その後の「Ｃ

ｈｅｃｋ（評価）」により成果や課題の明確化を行い、課題の「Ａｃｔｉｏｎ（改善）」

に向けた取り組みを進めます。 

・「Ｃｈｅｃｋ（評価）」は毎年実施し、緊急を要するものは速やかに見直しを行うと共に、

それ以外のものは評価結果を整理し、「Ａｃｔｉｏｎ（改善）」の材料として活用を図り

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-2-2．上位計画と整合した計画の見直し 

社会情勢の変化に加え、人口や産業構造、土地利用動向、行財政などの都市計画に係るフレー

ムが大きく変化した場合や、「第六次竜王町総合計画」等の上位計画の見直しや改定があった際

には、竜王町都市計画マスタープランについても関係機関との調整や関連計画の確認を踏まえて

見直しに取り組みます。 

図 7-2 PDCAサイクルのイメージ 

 

 

 

 

・都市計画マスタープランの 

 見直し 

 

 ・都市計画マスタープランの策定 

 

住民・事業者との協働 

（実施） 

（評価） 

・都市づくり、まちづくりの

実践 

（土地利用規制誘導、 

都市計画事業等） （計画） 

ＰＤＣＡ 

サイクル 

・計画の進捗状況の確認 

・成果や課題の把握 

（改善） 


